
規 則

�愛媛県規則第２０号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則及び愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則の一部を改正する規則を次のように

定める。

平成２６年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則及び愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則の一部を改正する規則

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正）

第１条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和５２年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
規 則

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則及び愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則の一部を改正する規則…（循環型社会推進課）……１

○ 児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則の一部を改正する規則……………………………………………………………………………（障害福祉課）……１３

○ 愛媛県土地改良法施行細則の一部を改正する規則…………………………………………………………………………………………………（農地整備課）……１７

教育委員会規則

○ 愛媛県障害児就学指導委員会設置規則の一部を改正する規則………………………………………………………………………………（特別支援教育課）……１８

人事委員会規則

○ 管理職手当に関する規則の一部を改正する規則……………………………………………………………………………………………（人事委員会事務局）……１９

公営企業管理規程

○ 愛媛県立病院料金規程及び愛媛県県営工業用水道供給規程の一部を改正する管理規程…………………………………………（公営企業管理局総務課）……１９

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設設置許可申請書 様式第１号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設設置許可申請書

省略 省略

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項第４号チに規

定する未成年者である場合）

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項第４号チに規

定する未成年者である場合）

（個人である場合）

（ふりがな）

氏 名
住 所

（ふりがな）

氏 名
住 所

���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

（法人である場合）

（ふりがな）

名 称
代表者氏名 住 所

毎週（火・金）曜日発行 第２５５７号外４ 平成２６年３月３１日

平成２６年３月３１日月曜日 第２５５７号外４
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役員

（ふりがな）

氏 名
役職名・呼称 住 所

��������������������������������������������������������

役員（申請者が法人である場合） 役員（申請者が法人である場合）

（ふりがな）

氏 名

省略 （ふりがな）

氏名又は名称

省略

省略 省略

省略 省略

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類及び図面を添付すること。

�～� 省略

� 申請者が法第７条第５項第４号チに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し（法定

代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び

役員の住民票の写し）

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し（これらの者が法人であ

る場合には、登記事項証明書）

� 省略

１１～１３ 省略

様式第８号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設変更許可申請書

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類及び図面を添付すること。

�～� 省略

� 申請者が法第７条第５項第４号チに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し又

は登記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し又は登記事項証明書

� 省略

１１～１３ 省略

様式第８号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設変更許可申請書

省略 省略

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項第４号チに規

定する未成年者である場合）

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項第４号チに規

定する未成年者である場合）

（個人である場合）

（ふりがな）

氏 名
住 所

（ふりがな）

氏 名
住 所

���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

（法人である場合）

（ふりがな）

名 称
代表者氏名 住 所
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役員

（ふりがな）

氏 名
役職名・呼称 住 所

��������������������������������������������������������

役員（申請者が法人である場合） 役員（申請者が法人である場合）

（ふりがな）

氏 名

省略 （ふりがな）

氏名又は名称

省略

省略 省略

省略 省略

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類及び図面を添付すること。

�～� 省略

� 申請者が法第７条第５項第４号チに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し（法定

代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び

役員の住民票の写し）

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し（これらの者が法人であ

る場合には、登記事項証明書）

� 省略

１１・１２ 省略

様式第９号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書

注１～９ 省略

１０ 次に掲げる書類及び図面を添付すること。

�～� 省略

� 申請者が法第７条第５項第４号チに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し又

は登記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し又は登記事項証明書

� 省略

１１・１２ 省略

様式第９号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書

省略 省略

変更の

内容（

軽微な

変更等

がある

場合）

省略 変更の

内容（

軽微な

変更等

がある

場合）

省略

△廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規

則（昭和４６年厚生省令第３５号。以下「省

令」という。）第５条の４（第６号を除

き、省令第５条の９において準用する場合

を含む。）に掲げる事項の変更

△廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規

則（昭和４６年厚生省令第３５号）第５条の

４（同省令第５条の９において準用する場

合を含む。）に掲げる事項の変更

省令第５条の４第６号の事項の変更

法定代理人、株主及び出資をしている者が法人である場

合のこれらの者に係る変更

（ふりがな）

名 称
代表者氏名 住 所

法定代理人、株主及び出資をしている者が個人である場

合のこれらの者並びに役員（法定代理人が法人である場

合の当該法人の役員を含む。以下同じ。）及び使用人に

係る変更

愛 媛 県 報平成２６年３月３１日 第２５５７号外４
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（ふりがな）

氏 名
役職名・呼称 住 所

����������������������������������������������������

省略 省略

注１～３ 省略

４ 「省令第５条の４第６号の事項の変更」の欄には、該当

する全ての者を記載すること。

５ 省略

６ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

� 届出者の法定代理人、株主及び出資をしている者（こ

れらの者が個人である場合に限る。）、役員並びに使用

人に係る変更がある場合には、これらの者の住民票の写

し（本籍（外国人にあつては、住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）第３０条の４５に規定する国籍等）の記載の

あるものに限る。）

� 届出者の法定代理人、株主及び出資をしている者（こ

れらの者が法人である場合に限る。）に係る変更がある

場合には、これらの者の登記事項証明書

様式第１６号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設譲受け（借受け）

許可申請書

注１～３ 省略

４ 省略

５ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

様式第１６号（第２条関係） 一般廃棄物処理施設譲受け（借受け）

許可申請書

省略 省略

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項第４号チに規

定する未成年者である場合）

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項第４号チに規

定する未成年者である場合）

（個人である場合）

（ふりがな）

氏 名
住 所

（ふりがな）

氏 名
住 所

���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

（法人である場合）

（ふりがな）

名 称
代表者氏名 住 所

役員

（ふりがな）

氏 名
役職名・呼称 住 所

愛 媛 県 報平成２６年３月３１日 第２５５７号外４
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��������������������������������������������������������

役員（申請者が法人である場合） 役員（申請者が法人である場合）

（ふりがな）

氏 名

省略 （ふりがな）

氏名又は名称

省略

省略 省略

省略 省略

注１～６ 省略

７ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 申請者が法第７条第５項第４号チに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し（法定

代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び

役員の住民票の写し）

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し（これらの者が法人であ

る場合には、登記事項証明書）

� 省略

８・９ 省略

様式第１７号（第２条関係） 合併（分割）認可申請書

注１～６ 省略

７ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 申請者が法第７条第５項第４号チに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し又

は登記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し又は登記事項証明書

� 省略

８・９ 省略

様式第１７号（第２条関係） 合併（分割）認可申請書

省略 省略

※ 認可の年月日及び認可番号 省略 ※ 許可の年月日及び許可番号 省略

役員 役員

（ふりがな）

氏 名

省略 （ふりがな）

氏名又は名称

省略

省略 省略

省略 省略

合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割に

より当該一般廃棄物処理施設を承継する法人において役員となる者

合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割に

より当該一般廃棄物処理施設を承継する法人において役員となる者

（ふりがな）

氏 名

省略 （ふりがな）

氏名又は名称

省略

省略 省略

省略 省略

注１～６ 省略

７ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該一般廃棄

物処理施設を承継する法人が廃棄物の処理及び清掃に関

す る 法 律（昭 和４５年 法 律 第１３７号。以 下「法」と い

う。）第８条第１項の許可を受けた者でない法人である

場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類

ア～ウ 省略

エ 役員の住民票の写し（本籍（外国人にあつては、住

注１～６ 省略

７ 次に掲げる書類を添付すること。

� 省略

� 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該一般廃棄

物処理施設を承継する法人が廃棄物の処理及び清掃に関

す る 法 律（昭 和４５年 法 律 第１３７号。以 下「法」と い

う。）第８条第１項の許可を受けた者でない法人である

場合にあつては、当該法人に係る次に掲げる書類

ア～ウ 省略

エ 役員の住民票の写し（本籍（外国人にあつては、住

愛 媛 県 報平成２６年３月３１日 第２５５７号外４
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民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４５に規

定する国籍等）の記載のあるものに限る。以下同

じ。）

オ 発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株

主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資

をしている者があるときは、これらの者の住民票の写

し（これらの者が法人である場合には、登記事項証明

書）

カ・キ 省略

� 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法

人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法

人に係る次に掲げる書類

ア～ウ 省略

エ 役員となる者の住民票の写し

オ 発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株

主となる者又は出資の額の１００分の５以上の額に相当

する出資をしている者となる者がある場合には、これ

らの者の住民票の写し（これらの者が法人である場合

には、登記事項証明書）

カ 省略

８・９ 省略

様式第１８号（第２条関係） 相続届出書

民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の４５に規

定する国籍等）の記載のあるものに限る。以下同

じ。）又は登記事項証明書

オ 発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株

主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資

をしている者があるときは、これらの者の住民票の写

し又は登記事項証明書

カ・キ 省略

� 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法

人又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継する法

人に係る次に掲げる書類

ア～ウ 省略

エ 役員となる者の住民票の写し又は登記事項証明書

オ 発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株

主となる者又は出資の額の１００分の５以上の額に相当

する出資をしている者となる者がある場合には、これ

らの者の住民票の写し又は登記事項証明書

カ 省略

８・９ 省略

様式第１８号（第２条関係） 相続届出書

省略 省略

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項第４号チに規

定する未成年者である場合）

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第７条第５項第４号チに規

定する未成年者である場合）

（個人である場合）

（ふりがな）

氏 名
住 所

（ふりがな）

氏 名
住 所

���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

（法人である場合）

（ふりがな）

名 称
代表者氏名 住 所

役員

（ふりがな）

氏 名
役職名・呼称 住 所

��������������������������������������������������������

省略 省略
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（愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則（平成１２年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

注１～３ 省略

４ 「役員」の欄に記載する役員とは、業務を執行する社

員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談

役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わ

ず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに

準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

を含む。

５ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 相続人が法第７条第５項第４号チに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し（法定

代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び

役員の住民票の写し）

� 省略

６ 法第８条第１項又は第９条第１項の規定による許可（平

成１２年１０月１日以降に受けた許可であつて、当該許可の日

から起算して５年を経過しないもの（この規定により別に

受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。）

に限る。）を受けている場合は、５�及び�から�までに

掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けてい

ることを証する書類を添付することができる。

注１～３ 省略

４ 次に掲げる書類を添付すること。

�～� 省略

� 相続人が法第７条第５項第４号チに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し

� 省略

５ 法第８条第１項又は第９条第１項の規定による許可（平

成１２年１０月１日以降に受けた許可であつて、当該許可の日

から起算して５年を経過しないもの（この規定により別に

受けた許可を証する書類を提出して受けた許可を除く。）

に限る。）を受けている場合は、４�及び�から�までに

掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可を受けてい

ることを証する書類を添付することができる。

改 正 後 改 正 前

（再生輸送業者の指定の申請等）

第２条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければ

ならない。

�～� 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本籍（外

国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０

条の４５に規定する国籍等）の記載のあるものに限る。以下同

じ。）並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記

事項証明書（後見登記等に関する法律（平成１１年法律第１５２

号）第１０条第１項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後

見登記事項証明書」という。）

�・� 省略

� 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度におけ

る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記

表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

	 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前

３年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する 書類


 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１３７号。以下「法」という。）第１４条第５項第２号ハに規定

する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し

並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事

項証明書

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成

年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分

（再生輸送業者の指定の申請等）

第２条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければ

ならない。

�～� 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本籍（外

国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０

条の４５に規定する国籍等）の記載のあるものに限る。以下同

じ。）及び 登記

事項証明書（後見登記等に関する法律（平成１１年法律第１５２

号）第１０条第１項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後

見登記事項証明書」という。）

�・� 省略

� 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度におけ

る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表

	 申請者が個人である場合には、資産に関する調書及び 直前

３年の各年における所得金額を確認することができる書類


 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１３７号。以下「法」という。）第１４条第５項第２号ハに規定

する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し

及び 後見登記事

項証明書

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び

後見登記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分

愛 媛 県 報平成２６年３月３１日 第２５５７号外４

７



の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の

額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住

民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の

後見登記事項証明書（これらの者が法人である場合には、登記

事項証明書）

� 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６

年政令第３００号。以下「政令」という。）第６条の１０に規定す

る使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被

後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

� 省略

３～７ 省略

（再生活用業者の指定の申請等）

第３条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければ

ならない。

�～� 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し並びに成年

被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

�・� 省略

� 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度におけ

る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記

表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

	 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前

３年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する 書類


 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者である

場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人

及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成

年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分

の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の

額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住

民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の

後見登記事項証明書（これらの者が法人である場合には、登記

事項証明書）

� 申請者に政令第６条の１０に規定する使用人がある場合には、

その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当

しない旨の後見登記事項証明書

� 省略

３～７ 省略

様式第１号（第２条関係） 再生輸送業者指定申請書

の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の

額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住

民票の写し及び

後見登記事項証明書又は登記事項証明書

� 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６

年政令第３００号。以下「政令」という。）第６条の１０に規定す

る使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び

後見登記事項証明書

� 省略

３～７ 省略

（再生活用業者の指定の申請等）

第３条 省略

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければ

ならない。

�～� 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び

後見登記事項証明書

�・� 省略

� 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度におけ

る貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注

記表

	 申請者が個人である場合には、資産に関する調書及び 直前

３年の各年における所得金額を確認することができる書類


 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者である

場合には、その法定代理人の住民票の写し及び

後見登記事項証明書

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び

後見登記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分

の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の

額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住

民票の写し及び

後見登記事項証明書又は登記事項証明書

� 申請者に政令第６条の１０に規定する使用人がある場合には、

その者の住民票の写し及び

後見登記事項証明書

� 省略

３～７ 省略

様式第１号（第２条関係） 再生輸送業者指定申請書

省略 省略

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第１４条第５項第２号ハに規

定する未成年者である場合）

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第１４条第５項第２号ハに規

定する未成年者である場合）

（個人である場合）

（ふりがな）

氏 名
生年月日

本 籍 （ふりがな）

氏 名
生年月日

本 籍

住 所 住 所
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（法人である場合）

（ふりがな）

名 称
代表者氏名 住 所

役員

（ふりがな）

氏 名

生年月日 本 籍

役職名・呼称 住 所

��������������������������������������������������������

役員（申請者が法人である場合） 役員（申請者が法人である場合）

（ふりがな）

氏 名

省略 （ふりがな）

氏名又は名称

省略

省略 省略

省略 省略

省略 省略

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（指定の更新を

申請する場合は、次の書類及び図面のうち�及び�から�

まで以外のものは、その内容に変更がない限り、添付を要

しない。）。

�～� 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本

籍（外国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律

第８１号）第３０条の４５に規定する国籍等）の記載のあるも

のに限る。以下同じ。）並びに成年被後見人及び被保佐

人に該当しない旨の登記事項証明書（後見登記等に関す

る法律（平成１１年法律第１５２号）第１０条第１項に規定す

る登記事項証明書をいう。以下「後見登記事項証明書」

という。）

�・� 省略

� 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度

における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済

額を証する書類

	 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並び

に直前３年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証す

る 書類


 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに

成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事

項証明書

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（指定の更新を

申請する場合は、次の書類及び図面のうち�及び�から�

まで以外のものは、その内容に変更がない限り、添付を要

しない。）。

�～� 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本

籍（外国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律

第８１号）第３０条の４５に規定する国籍等）の記載のあるも

のに限る。以下同じ。）及び

登記事項証明書（後見登記等に関す

る法律（平成１１年法律第１５２号）第１０条第１項に規定す

る登記事項証明書をいう。以下「後見登記事項証明書」

という。）

�・� 省略

� 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度

における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書及び個別注記表

	 申請者が個人である場合には、資産に関する調書及び

直前３年の各年における所得金額を確認することがで

きる書類


 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び

後見登記事

項証明書

愛 媛 県 報平成２６年３月３１日 第２５５７号外４

９



� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並

びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登

記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び

被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書（これら

の者が法人である場合には、登記事項証明書）

� 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合に

は、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保

佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

� 省略

様式第３号（第３条関係） 再生活用業者指定申請書

� 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及

び 後見登

記事項証明書又は登記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し及び

後見登記事項証明書又は登記

事項証明書

� 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合に

は、その者の住民票の写し及び

後見登記事項証明書

� 省略

様式第３号（第３条関係） 再生活用業者指定申請書

省略 省略

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第１４条第５項第２号ハに規

定する未成年者である場合）

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第１４条第５項第２号ハに規

定する未成年者である場合）

（個人である場合）

（ふりがな）

氏 名
生年月日

本 籍 （ふりがな）

氏 名
生年月日

本 籍

住 所 住 所

���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������

（法人である場合）

（ふりがな）

名 称
代表者氏名 住 所

役員

（ふりがな）

氏 名

生年月日 本 籍

役職名・呼称 住 所

��������������������������������������������������������

役員（申請者が法人である場合） 役員（申請者が法人である場合）

（ふりがな）

氏 名

省略 （ふりがな）

氏名又は名称

省略

省略 省略

省略 省略

省略 省略

注１～５ 省略 注１～５ 省略
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６ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（指定の更新を

申請する場合は、次の書類及び図面のうち�及び�から�

まで以外のものは、その内容に変更がない限り、添付を要

しない。）。

�～� 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本

籍（外国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律

第８１号）第３０条の４５に規定する国籍等）の記載のあるも

のに限る。以下同じ。）並びに成年被後見人及び被保佐

人に該当しない旨の登記事項証明書（後見登記等に関す

る法律（平成１１年法律第１５２号）第１０条第１項に規定す

る登記事項証明書をいう。以下「後見登記事項証明書」

という。）

�・� 省略

� 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度

における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済

額を証する書類

� 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並び

に直前３年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証す

る 書類

	 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに

成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事

項証明書


 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並

びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登

記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び

被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書（これら

の者が法人である場合には、登記事項証明書）

� 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合に

は、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保

佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

� 省略

様式第５号（第４条関係） 再生利用業者変更指定申請書

６ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（指定の更新を

申請する場合は、次の書類及び図面のうち�及び�から�

まで以外のものは、その内容に変更がない限り、添付を要

しない。）。

�～� 省略

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本

籍（外国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２年法律

第８１号）第３０条の４５に規定する国籍等）の記載のあるも

のに限る。以下同じ。）及び

登記事項証明書（後見登記等に関す

る法律（平成１１年法律第１５２号）第１０条第１項に規定す

る登記事項証明書をいう。以下「後見登記事項証明書」

という。）

�・� 省略

� 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度

における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書及び個別注記表

� 申請者が個人である場合には、資産に関する調書及び

直前３年の各年における所得金額を確認することがで

きる書類

	 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び

後見登記事

項証明書


 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及

び 後見登

記事項証明書又は登記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００分

の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し及び

後見登記事項証明書又は登記

事項証明書

� 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合に

は、その者の住民票の写し及び

後見登記事項証明書

� 省略

様式第５号（第４条関係） 再生利用業者変更指定申請書

省略 省略

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第１４条第５項第２号ハに規

定する未成年者である場合）

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第１４条第５項第２号ハに規

定する未成年者である場合）

（個人である場合）

（ふりがな）

氏 名
生年月日

本 籍 （ふりがな）

氏 名
生年月日

本 籍

住 所 住 所
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（法人である場合）

（ふりがな）

名 称
代表者氏名 住 所

役員

（ふりがな）

氏 名

生年月日 本 籍

役職名・呼称 住 所

��������������������������������������������������������

役員（申請者が法人である場合） 役員（申請者が法人である場合）

（ふりがな）

氏 名

省略 （ふりがな）

氏名又は名称

省略

省略 省略

省略 省略

省略 省略

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（再生輸送業者

の産業廃棄物の種類の変更に係る申請の場合は�に掲げる

書類及び図面のうちク及びコからソまでに掲げるもの以外

のもの、再生活用業者の産業廃棄物の種類の変更に係る申

請の場合は�に規定する書類及び図面のうち�のク及びコ

からソまでに掲げるもの以外のものは、その内容に変更が

ない限り、添付を要しない。）。

� 再生輸送業者の産業廃棄物の種類の変更に係る申請の

場合には、次の書類及び図面

ア～カ 省略

キ 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

（本籍（外国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）第３０条の４５に規定する国籍等）の記載

のあるものに限る。以下同じ。）並びに成年被後見人

及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書（後見

登記等に関する法律（平成１１年法律第１５２号）第１０条

第１項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見

登記事項証明書」という。）

ク・ケ 省略

コ 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年

度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び

納付済額を証する書類

サ 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並

びに直前３年の所得税の納付すべき額及び納付済額を

証する 書類

シ 申請者が法 第１４条

第５項第２号ハに規定する未成年者である場合には、

注１～５ 省略

６ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（再生輸送業者

の産業廃棄物の種類の変更に係る申請の場合は�に掲げる

書類及び図面のうちク及びコからソまでに掲げるもの以外

のもの、再生活用業者の産業廃棄物の種類の変更に係る申

請の場合は�に規定する書類及び図面のうち�のク及びコ

からソまでに掲げるもの以外のものは、その内容に変更が

ない限り、添付を要しない。）。

� 再生輸送業者の産業廃棄物の種類の変更に係る申請の

場合には、次の書類及び図面

ア～カ 省略

キ 申請者が個人である場合には、その住民票の写し

（本籍（外国人にあっては、住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）第３０条の４５に規定する国籍等）の記載

のあるものに限る。以下同じ。）及び

登記事項証明書（後見

登記等に関する法律（平成１１年法律第１５２号）第１０条

第１項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見

登記事項証明書」という。）

ク・ケ 省略

コ 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年

度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書及び個別注記表

サ 申請者が個人である場合には、資産に関する調書及

び 直前３年の各年における所得金額を確認すること

ができる書類

シ 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条

第５項第２号ハに規定する未成年者である場合には、
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附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている第１条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則様式第１号、様式第８

号、様式第１６号若しくは様式第１７号又は第２条の規定による改正前の愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則様式第１号、様

式第３号若しくは様式第５号の規定による申請書は、第１条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則様式第１

号、様式第８号、様式第１６号若しくは様式第１７号又は第２条の規定による改正後の愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則様

式第１号、様式第３号若しくは様式第５号の規定による申請書とみなす。

�愛媛県規則第２１号
児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２６年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則の一部を改正する規則

第１条 児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則（昭和４１年愛媛県規則第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及

び被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

ス 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し

並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後

見登記事項証明書

セ 申請者が法人である場合において、発行済株式総数

の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の

１００分の５以上の額に相当する出資をしている者があ

るときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後

見人及び被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明

書（これらの者が法人である場合には、登記事項証明

書）

ソ 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合

には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び

被保佐人に該当しない旨の後見登記事項証明書

タ 省略

� 省略

その法定代理人の住民票の写し及び

後見登記事項証明書

ス 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し

及び 後

見登記事項証明書又は登記事項証明書

セ 申請者が法人である場合において、発行済株式総数

の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の

１００分の５以上の額に相当する出資をしている者があ

るときは、これらの者の住民票の写し及び

後見登記事項証明

書又は登記事項証明書

ソ 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合

には、その者の住民票の写し及び

後見登記事項証明書

タ 省略

� 省略

改 正 後 改 正 前

（費用の徴収）

第２条 知事、地方局長又は児童相談所長は、法第２２条第１項の規

定による助産の実施又は法第２３条第１項本文の規定による母子保

護の実施（以下「助産の実施等」という。）をした場合、法第２７

条第１項第３号の規定による措置又は同条第２項の規定による委

託をした場合、法第３３条の６第１項の規定による児童自立生活援

助の実施をした場合及び県の設置する助産施設又は母子生活支援

施設（以下「県設置施設」という。）において市町長（地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２２第１項の中核市の長を除

く。以下同じ。）が助産の実施等

をした場合において、

法第５０条第６号、第６号の３及び第７号から第７号の３までに規

定する費用を、この規則の定めるところにより、当該助産の実施

等又は措置若しくは委託をした妊産婦、母子及び児童（以下「措

置児童等」という。）又はそれらの扶養義務者（以下「納入義務

者」という。）から徴収するものとする。

（費用徴収額の調査）

（費用の徴収）

第２条 知事、地方局長又は児童相談所長は、法第２２条第１項の規

定による助産の実施又は法第２３条第１項本文の規定による母子保

護の実施（以下「助産の実施等」という。）をした場合、法第２７

条第１項第３号の規定による措置又は同条第２項の規定による委

託をした場合、法第３３条の６第１項の規定による児童自立生活援

助の実施をした場合及び

市町長（地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２２第１項の中核市の長を除

く。以下同じ。）が法第２３条第１項本文の規定による母子保護の

実施（以下「母子保護の実施」という。）をした場合において、

法第５０条第６号、第６号の３及び第７号から第７号の３までに規

定する費用を、この規則の定めるところにより、当該助産の実施

等又は措置若しくは委託をした妊産婦、母子及び児童（以下「措

置児童等」という。）又はそれらの扶養義務者（以下「納入義務

者」という。）から徴収するものとする。

（費用徴収額の調査）
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第３条 省略

２ 地方局長又は児童相談所長（以下「地方局長等」という。）

は、助産の実施等又は措置若しくは委託をしたときは、措置児童

等について費用徴収額調査表を作成しなければ

ならない。

３ 知事は、県設置施設において市町長が引き続いて助産の実施等

をしている妊産婦及び母子については、毎年度、６月末日、費

用徴収額調査表により調査を行うものとする。

４ 地方局長等は、引き続いて助産の実施等又は措置若しくは委託

をしている妊産婦、母子及び児童については、毎年度７月１日現

在において費用徴収額調査表を作成しなければ

ならない。

（費用徴収額の決定）

第４条 知事又は地方局長等は、前条の調査表により措置児童等に

ついて別表 に定める徴収金基準額表によつて徴収額を決定す

るものとする。

（徴収額の減免）

第６条 省略

２ 前項の規定により徴収額の減免を受けようとするときは、県設

置施設における市町長の助産の実施等 に係る者にあつては知事

に、地方局長等の助産の実施等又は措置若しくは委託に係る者に

あつては地方局長等に徴収額減免申請書（様式第４号）を提出し

なければならない。

３ 省略

４ 第２項の規定により申請書が提出された場合において、減免す

ることが不適当と認めるときは、徴収額減免申請却下通知書（様

式第５号）によりその旨を、県設置施設における市町長の助産の

実施等 に係る者にあつては知事が、地方局長等の助産の実施等

又は措置若しくは委託に係る者にあつては地方局長等が申請者に

通知するものとする。

別表 （第４条関係）

徴 収 金 基 準 額 表

第３条 省略

２ 地方局長又は児童相談所長（以下「地方局長等」という。）

は、助産の実施等又は措置若しくは委託をしたときは、措置児童

等について費用徴収額調査表を作成するとともに、児童相談所長

にあつては、法第６３条の３第１項の規定により措置又は委託をし

た者が当該措置又は委託をした日の属する月の初日において２０歳

以上である場合は、収入申告書（様式第１号の２）を、当該措置

若しくは委託をした者又はその扶養義務者若しくは精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第２０条若

しくは第２１条に規定する保護者（以下「扶養義務者等」とい

う。）から徴さなければならない。

３ 児童相談所長は、法第３１条第３項若しくは第６３条の２第１項若

しくは第２項の規定により在所期間を延長した者又は法第６３条の

３第１項の規定により措置若しくは委託をした者が２０歳になつた

ときは、その日（その日が月の初日以外の日であるときは、翌月

の初日）において費用徴収額調査表を作成するとともに、収入申

告書を、当該在所期間を延長した者若しくは当該措置若しくは委

託をした者又はそれらの扶養義務者等から徴さなければならな

い。

４ 知事は、 市町長が引き続いて母子保護の実

施をしている 母子については、毎年度、６月末日、費

用徴収額調査表により調査を行うものとする。

５ 地方局長等は、引き続いて助産の実施等又は措置若しくは委託

をしている 母子及び児童については、毎年度７月１日現

在において費用徴収額調査表を作成するとともに、児童相談所長

にあつては、その児童が２０歳以上である場合は、収入申告書を、

当該児童又はその扶養義務者等から徴さなければならない。

（費用徴収額の決定）

第４条 知事又は地方局長等は、前条の調査表により措置児童等に

ついて別表第１に定める徴収金基準額表によつて徴収額を決定す

るものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、措置児童等（助産施設又は母子生活

支援施設に入所している者を除く。）が２０歳以上の場合は、前条

の調査表又は収入申告書により、当該措置児童等にあつては別表

第２に定める徴収金基準額表によつて、その扶養義務者にあつて

は別表第１に定める徴収金基準額表によつて徴収額を決定するも

のとする。

（徴収額の減免）

第６条 省略

２ 前項の規定により徴収額の減免を受けようとするときは、

市町長の母子保護の実施に係る者にあつては知事

に、地方局長等の助産の実施等又は措置若しくは委託に係る者に

あつては地方局長等に徴収額減免申請書（様式第４号）を提出し

なければならない。

３ 省略

４ 第２項の規定により申請書が提出された場合において、減免す

ることが不適当と認めるときは、徴収額減免申請却下通知書（様

式第５号）によりその旨を、 市町長の母子保

護の実施に係る者にあつては知事が、地方局長等の助産の実施等

又は措置若しくは委託に係る者にあつては地方局長等が申請者に

通知するものとする。

別表第１（第４条関係）

徴収金基準額表（扶養義務者用）
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各月初日の措置児

童等の属する世帯

の階層区分

徴収金基準額

（月 額）

各月初日の措置児

童等の属する世帯

の階層区分

徴収金基準額

（月 額）

階 層

区 分
定 義

入所

施設

母

子生活支援施設、児童自立支援施設

通所部、情緒障害児短期治療施設通

所部及び児童自立生活援助事業所

階 層

区 分
定 義

入所

施設

知的障害児通園施設、難聴幼児通園

施設、肢体不自由児施設通園部、母

子生活支援施設、児童自立支援施設

通所部、情緒障害児短期治療施設通

所部及び児童自立生活援助事業所

省略 省略

備考

１ この表は、知事、地方局長又は児童相談所長が助産の

実施等をした場合、法第２７条第１項第３号の規定による

措置又は同条第２項の規定による委託をした場合、法第

３３条の６第１項の規定による児童自立生活援助の実施を

した場合及び県設置施設において市町長が助産の実施等

をした場合に適用する。

２ この表のＣ１階層における「均等割の額」とは地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定

する均等割の額をいい、Ｃ２階層における「所得割の

額」とは同項第２号に規定する所得割（この所得割を計

算する場合には、同法第３１４条の７及び第３１４条の８並び

に同法附則第５条第３項、第５条の４第６項及び第５条

の４の２第５項の規定は、適用しないものとする。）の

額をいう。

なお、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があつ

た場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順

次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

３ この表のＤ１階層からＤ１４階層までにおける「所得税の

額」とは、所得税法（昭和４０年法律第３３号）、租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）及び災害被害者に対する

租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和２２年法律第

１７５号）の規定並びに「控除廃止の影響を受ける費用徴収

制度等（厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に

限る。）に係る取扱いについて（平成２３年７月１５日付け

雇児発０７１５第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知）」及び「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算

定等（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制

度に限る。）に係る取扱いについて（平成２４年６月２５日

付け障発０６２５第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部長通知）」の定めるところによつて計算された所得

税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、

次の規定は、適用しないものとする。

� 省略

� 租税特別措置法第４１条第１項、第２項及び第６項、

第４１条の２、第４１条の３の２第１項、第２項、第５項

及び第６項、第４１条の１９の２第１項、第４１条の１９の３

第１項及び第３項並びに第４１条の１９の４第１項及び第

３項

� 省略

４ この表における「入所施設」とは、児童養護施設

、児童自立支援施設、情緒障害児短

期治療施設

備考

１ この表は、知事、地方局長又は児童相談所長が助産の

実施等をした場合、法第２７条第１項第３号の規定による

措置又は同条第２項の規定による委託をした場合及び

市町長が母子保護の実

施をした場合に適用する。

２ この表のＣ１階層における「均等割の額」とは地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定

する均等割の額をいい、Ｃ２階層における「所得割の

額」とは同項第２号に規定する所得割（この所得割を計

算する場合には、同法第３１４条の７及び第３１４条の８並び

に同法附則第５条第３項及び第５条の４第６項

の規定は、適用しないものとする。）の

額をいう。

なお、同法第３２３条に規定する市町村民税の減免があつ

た場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順

次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

３ この表のＤ１階層からＤ１４階層までにおける「所得税の

額」とは、所得税法（昭和４０年法律第３３号）、租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）及び災害被害者に対する

租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和２２年法律第

１７５号）の規定

によつて計算された所得

税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、

次の規定は、適用しないものとする。

� 省略

� 租税特別措置法第４１条第１項から第３項まで 、

第４１条の２、第４１条の３の２第４項及び第５項

、第４１条の１９の２第１項並びに第４１条の１９

の５第１項

� 省略

４ この表における「入所施設」とは、児童養護施設、肢

体不自由児療護施設、児童自立支援施設、情緒障害児短

期治療施設、知的障害児施設、自閉症児施設、盲児施

愛 媛 県 報平成２６年３月３１日 第２５５７号外４

１５



、乳児院

、助産施設、小規模住居型児童養育事業所及

び里親並びに障害児入所施設及び指定医療機関（児童を

入院させるものに限る。以下同じ。）をいう。

５ この表における「措置費等の支弁額」とは、国の示す

算定方法により算定した措置費等の支弁額から国の示す

民間施設給与等改善費、施設機能強化推進費、単身赴任

手当加算費、入所児童（者）処遇特別加算費、第三者評

価受審費加算費、賃借費加算費、保育機能強化加算費、

知的障害児自活訓練事業加算費、スプリンクラー保守管

理等費及び里親手当の額を控除した額をいう。

６ 世帯の階層がＢ階層と認定された措置児童等の属する

世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、この

表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、零

円とする。

� 単身世帯（扶養義務者のいない世帯をいい、児童自

立生活援助事業所の入所児童を含む。）

� 省略

� 在宅障害児又は在宅障害者のいる世帯（次に掲げる

障害児又は障害者（社会福祉施設に措置された障害児

若しくは障害者、法第２４条の２の規定により障害児入

所施設又は指定医療機関を利用する障害児、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６条の自立支援給付の受給

者（同法第５条第６項、第７項又は第１２項から第１４項

までのサービスに係る介護給付費等の支給を受ける者

に限る。）又は同法附則第２２条の特定旧法受給者を除

く。）で在宅のものを有する世帯をいう。）

ア～エ 省略

� 省略

７ 同一世帯から２人以上の措置児童等が入所している場

合においては、その月の措置費等の徴収金基準額の最も

多額な措置児童等以外の措置児童等については、その施

設のこの表の徴収金基準額に０．１を乗じて得た額をもつて

その措置児童等の徴収金基準額とする。ただし

、措置児童等の属する世帯の扶

養義務者が、法第２１条の５の２に規定する障害児通所給

付費又は法第２４条の２に規定する障害児入所給付費を支

給されている場合における当該

世帯に係る徴収金基準額について

は、「児童入所施設に係る徴収金基準額＋児童入所施設

に係る徴収金基準額×０．１×（当該世帯における施設入所

児童の人数－１）」 （当該世帯に

おける措置児童等に係る徴収金基準額が、児童自立支援

施設通所部及び情緒障害児短期治療施設通所部

の徴収金基準額である場合は、当該世帯

設、ろうあ児施設、乳児院、肢体不自由児施設入所部、

肢体不自由児を入所させる指定国立療養所等、重症心身

障害児施設、助産施設、小規模住居型児童養育事業所及

び里親

をいう。

５ この表における「措置費等の支弁額」とは、国の示す

算定方法により算定した措置費等の支弁額から国の示す

民間施設給与等改善費、施設機能強化推進費、単身赴任

手当加算費、入所児童（者）処遇特別加算費、里親手当

及び保護受託者手当

の額を控除した額をいう。

６ 世帯の階層がＢ階層と認定された措置児童等の属する

世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、この

表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は、零

円とする。

� 単身世帯（扶養義務者のいない世帯をいう

。）

� 省略

� 在宅障害児又は在宅障害者のいる世帯（次に掲げる

障害児又は障害者（社会福祉施設に措置された障害児

若しくは障害者、法第２４条の２の規定により障害児施

設 を利用する障害児、障害者自

立支援法

（平成１７年法律第１２３号）第６条の自立支援給付の受給

者（同法第５条第６項、第７項又は第１４項から第１６項

までのサービスに係る介護給付費等の支給を受ける者

に限る。）又は同法附則第２２条の特定旧法受給者を除

く。）で在宅のものを有する世帯をいう。）

ア～エ 省略

� 省略

７ 同一世帯から２人以上の措置児童等が入所している場

合においては、その月の措置費等の徴収金基準額の最も

多額な措置児童等以外の措置児童等については、その施

設のこの表の徴収金基準額に０．１を乗じて得た額をもつて

その措置児童等の徴収金基準額とする。ただし、平成１８

年１０月１日以降において、措置児童等の属する世帯の扶

養義務者が、

法第２４条の２に規定する障害児施設給付費を支

給されている場合又は同一世帯の児童が障害者自立支援

法第５条第８項の児童デイサービスを利用している場合

は、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額について

は、「児童入所施設に係る徴収金基準額＋児童入所施設

に係る徴収金基準額×０．１×（当該世帯における施設入所

児童の人数－１）」を当該世帯に係る上限（当該世帯に

おける措置児童等に係る徴収金基準額が、児童自立支援

施設通所部、情緒障害児短期治療施設通所部、「障害児

施設措置費（給付費等）国庫負担金について（平成１９年

１２月１８日付け厚生労働省発障第１２１８００２号厚生労働事務次

官通知）（以下「１２１８００２号通知」という。）」の別表４

―１障害児施設徴収金基準額表（扶養義務者用）に定め

る知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設及び肢体不自

由児施設通園部の徴収金基準額である場合は、当該世帯
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第２条 児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則の一部を次のように改正する。

別表第２を削る。

様式第１号の２を削る。

附 則

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている第１条の規定による改正前の児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則様式第６号の規定によ

る申請書は、第１条の規定による改正後の児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則様式第６号の規定による申請書とみなす。

�愛媛県規則第２２号
愛媛県土地改良法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２６年３月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県土地改良法施行細則の一部を改正する規則

における施設入所児童の徴収金基準額の合算額）を当該

世帯に係る上限

とし、そ

の額がその月の利用者負担額（法第２４条の７に規定する

食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法

第２１条の５の２８に規定する肢体不自由児通所医療又は法

第２４条の２０に規定する障害児入所医療に係る利用者負担

を含む利用者負担の上限額（実際に利用者負担として支

払つた額が上限額を下回る場合は当該支払つた額とす

る。）をいう。以下同じ。）を上回る場合は、その額と

障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係

る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該

世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収

金基準額は零円とする。

８ 小規模住居型児童養育事業所又は里親に委託されてい

る児童及び児童養護施設又は母子生活支援施設に入所し

ている児童が、児童自立支援施設又は情緒障害児短期治

療施設へ通所する場合の通所に係る徴収金基準額は、零

円とする。

９・１０ 省略

における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世

帯の上限額とする。なお、法第２４条の２に規定する障害

児施設に入所している児童等に係る徴収金基準額は、障

害者自立支援法附則第１条第２号に規定する日前の法に

基づく１２１８００２号通知の徴収金基準額とする。）とし、そ

の額がその月の利用者負担額（法第２４条の７に規定する

食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに

法

第２４条の２０に規定する障害児施設医療に係る利用者負担

を含む利用者負担の上限額（実際に利用者負担として支

払つた額が上限額を下回る場合は当該支払つた額とす

る。）をいう。以下同じ。）を上回る場合は、その額と

障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係

る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該

世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収

金基準額は零円とする。

８ 小規模住居型児童養育事業所又は里親に委託されてい

る児童及び 母子生活支援施設に入所し

ている児童が、児童自立支援施設又は情緒障害児短期治

療施設へ通所する場合の通所に係る徴収金基準額は、零

円とする。

９・１０ 省略

注１・２ 省略

３ 徴収額は、徴収金基準額がその月におけるその措置児童

等に係る措置費等の支弁額

を超える場合には、この表の規定

にかかわらず、当該支弁額とする。

様式第６号（別表 関係） 生活困窮世帯認定申請書

注１・２ 省略

３ 徴収額は、徴収金基準額がその月におけるその措置児童

等に係る措置費等の支弁額（その措置児童等が別表第２に

より徴収を受ける場合には、当該措置児童等に係る徴収金

基準額を控除した残額）を超える場合には、この表の規定

にかかわらず、当該支弁額とする。

様式第６号（別表第１関係） 生活困窮世帯認定申請書

省略

児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則（昭和４１年愛

媛県規則第１３号）別表備考６� の規定の適用を受けたい

ので申請します。

省略

児童福祉法第５６条の規定による費用徴収規則（昭和４１年愛

媛県規則第１３号）別表第１備考６�の規定の適用を受けたい

ので申請します。

省略 省略

注１・２ 省略

３ 調査者の意見欄は、児童福祉法第５６条の規定による費用

徴収規則別表備考６� の規定を適用することが適当か

どうかを記入すること。

注１・２ 省略

３ 調査者の意見欄は、児童福祉法第５６条の規定による費用

徴収規則別表第１備考６�の規定を適用することが適当か

どうかを記入すること。
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教育委員会規則

愛媛県土地改良法施行細則（昭和４０年愛媛県規則第４５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

�愛媛県教育委員会規則第４号
愛媛県障害児就学指導委員会設置規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２６年３月３１日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

愛媛県障害児就学指導委員会設置規則の一部を改正する規則

愛媛県障害児就学指導委員会設置規則（昭和４９年愛媛県教育委員会規則第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１９号（第１８条関係）

省略

様式第１９号（第１８条関係）

省略

省略 省略

注１・２ 省略

３ 申請者が農業協同組合、 農地利

用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の場合にあつて

は、次の書類を添付すること。

� 省略

� 土地改良法第１００条第１項の同意があつたことを証す

る書面及び総会（総会を置かない

農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつ

ては、当該 農地利用集積円滑化

団体又は農地中間管理機構の理事が組織する会議）の議

事録の謄本

�・� 省略

４・５ 省略

注１・２ 省略

３ 申請者が農業協同組合、農地保有合理化法人又は農地利

用集積円滑化団体 の場合にあつて

は、次の書類を添付すること。

� 省略

� 土地改良法第１００条第１項の同意があつたことを証す

る書面及び総会（総会を置かない農地保有合理化法人又

は農地利用集積円滑化団体 にあつ

ては、当該農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化

団体 の理事が組織する会議）の議

事録の謄本

�・� 省略

４・５ 省略

改 正 後 改 正 前

愛媛県教育支援委員会設置規則

（設置）

第１条 障害のある児童・生徒の適切な就学及び一貫した教育支援

の充実を図るため、愛媛県教育支援委員会 （以下「教育支

援委員会」という。）を置く。

（任務）

第２条 教育支援委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。

�・� 省略

� その他適切な就学先の決定を支援するために必要な事項

（組織）

第３条 教育支援委員会は、２７人以内の委員で組織する。

２ 省略

（会長及び副会長）

第５条 教育支援委員会に、会長及び副会長各１人を置く。

２ 省略

３ 会長は、教育支援委員会を代表し、会務を掌理する。

愛媛県障害児就学指導委員会設置規則

（設置）

第１条 障害のある児童・生徒の就学の適正

を図るため、愛媛県障害児就学指導委員会（以下「就学指

導委員会」という。）を置く。

（任務）

第２条 就学指導委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。

�・� 省略

� その他就学指導のための 必要な事項

（組織）

第３条 就学指導委員会は、２７人以内の委員で組織する。

２ 省略

（会長及び副会長）

第５条 就学指導委員会に、会長及び副会長各１人を置く。

２ 省略

３ 会長は、就学指導委員会を代表し、会務を掌理する。

愛 媛 県 報平成２６年３月３１日 第２５５７号外４

１８



人事委員会規則

公営企業管理規程

附 則

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１１４３
管理職手当に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２６年３月３１日

愛媛県人事委員会委員長 宇都宮 嘉 忠

管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

管理職手当に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－６８）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公営企業管理規程第２号
愛媛県立病院料金規程及び愛媛県県営工業用水道供給規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２６年３月３１日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県立病院料金規程及び愛媛県県営工業用水道供給規程の一部を改正する管理規程

（愛媛県立病院料金規程の一部改正）

第１条 愛媛県立病院料金規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

４ 省略

（会議）

第６条 教育支援委員会の会議は、会長が招集する。

２・３ 省略

（調査員）

第７条 教育支援委員会に、専門の事項を調査するため、調査員を

置くことができる。

２・３ 省略

（庶務）

第８条 教育支援委員会の庶務は、特別支援教育課において処理す

る。

（委任）

第９条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関

し必要な事項は、教育長が定める。

４ 省略

（会議）

第６条 就学指導委員会の会議は、会長が招集する。

２・３ 省略

（調査員）

第７条 就学指導委員会に、専門の事項を調査するため、調査員を

置くことができる。

２・３ 省略

（庶務）

第８条 就学指導委員会の庶務は、特別支援教育課において処理す

る。

（委任）

第９条 この規則に定めるもののほか、就学指導委員会の運営に関

し必要な事項は、教育長が定める。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

部 局 公 職 区 分 部 局 公 職 区 分

知事の事務

部局

省略

部付（本庁部長同格者及び本庁局長（国

体局長を除く。）同格者に限る。）

省略

１種 知事の事務

部局

省略

部付（ 本庁局長（国

体局長を除く。）同格者に限る。）

省略

１種

省略 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略
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改 正 後 改 正 前

第１条 愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条

例第３７号。以下「条例」という。）第６条第１項第２号に規定す

る健康保険法（大正１１年法律第７０号）、高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和５７年法律第８０号）又は介護保険法（平成９年法律

第１２３号）の規定による療養の給付又は指定居宅サービスに要す

る費用の額の算定方法により算定した額は診療報酬の算定方法

（平成２０年３月厚生労働省告示第５９号）別表第１医科診療報酬点

数表及び別表第２歯科診療報酬点数表又は指定居宅サービスに要

する費用の額の算定に関する基準（平成１２年２月厚生省告示第１９

号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定した額

とし、同号に規定する健康保険法又は高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時

生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定方法により算定した

額は入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係

る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成１８年３月厚生労

働省告示第９９号）により算定した額とする。ただし、療養の給

付、指定居宅サービスその他これらに類するもの（以下「療養

等」という。）の全部又は一部に消費税及び地方消費税が課税さ

れる場合にあつては、本文の規定により算定した額に、その額の

うちの消費税及び地方消費税が課税される療養等に要する費用の

額に相当する額に１００分の８を乗じて得た額を加算した額（その

額に１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）と

する。

第２条 条例第６条第１項第２号の規定により管理者が定める病院

の料金の額は、別表第１から別表第５までのとおりとする。

別表第１（第２条関係）

第１条 愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条

例第３７号。以下「条例」という。）第７条第１項第２号に規定す

る健康保険法（大正１１年法律第７０号）、高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和５７年法律第８０号）又は介護保険法（平成９年法律

第１２３号）の規定による療養の給付又は指定居宅サービスに要す

る費用の額の算定方法により算定した額は診療報酬の算定方法

（平成２０年３月厚生労働省告示第５９号）別表第１医科診療報酬点

数表及び別表第２歯科診療報酬点数表又は指定居宅サービスに要

する費用の額の算定に関する基準（平成１２年２月厚生省告示第１９

号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表により算定した額

とし、同号に規定する健康保険法又は高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時

生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定方法により算定した

額は入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係

る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成１８年３月厚生労

働省告示第９９号）により算定した額とする。ただし、療養の給

付、指定居宅サービスその他これらに類するもの（以下「療養

等」という。）の全部又は一部に消費税及び地方消費税が課税さ

れる場合にあつては、本文の規定により算定した額に、その額の

うちの消費税及び地方消費税が課税される療養等に要する費用の

額に相当する額に１００分の５を乗じて得た額を加算した額（その

額に１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）と

する。

第２条 条例第７条第１項第２号の規定により管理者が定める病院

の料金の額は、別表第１から別表第５までのとおりとする。

別表第１（第２条関係）

名 称 区 分 単位 金 額 備考

普通診断書 １部 ２，３００円 普通診断書 １部 ２，４１０円

死亡診断書 １部 ３，２００円 死亡診断書 １部 ３，３６０円

診断書

料

恩給診断書
診断書

料

恩給診断書

各種年金診断書 １部 ５，１００円 各種年金診断書 １部 ５，３５０円

生命保険診断書 生命保険診断書

死体（胎）検案書
病死 １部 ５，９００円

死体（胎）検案書
病死 １部 ６，１９０円

変死 １部 １０，０００円 変死 １部 １０，５００円

文書料 普通証明書 文書料 普通証明書

出産証明書 １部 １，７００円
省略

出産証明書 １部 １，７８０円
省略

死産証明書 死産証明書

診療費納付証明書 １部 １，３００円 診療費納付証明書 １部 １，３６０円

診療明細書（再発行の

場合に限る。）
１部 ８００円

診療明細書（再発行の

場合に限る。）
１部 ８４０円

自動車損害賠償保障法

（昭 和３０年 法 律 第９７

号）に基づく明細書

１部 ４，４００円

自動車損害賠償保障法

（昭 和３０年 法 律 第９７

号）に基づく明細書

１部 ４，６２０円

人間ド

ック

１日間 １回 ４２，０００円 人間ド

ック

１日間 １回 ４４，１００円

２日間（通院） １回 ４９，０００円 ２日間（通院） １回 ５１，４５０円
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ＰＥＴ

がんド

ック

１日間 １回

９３，０００円

（団体割引、

家族割引、リ

ピート割引又

は紹介状割引

の適用を受け

る場合にあつ

ては、８３，６２０

円）
ＰＥＴ

がんド

ック

１日間 １回

９７，６５０円

（団体割引、

家族割引、リ

ピート割引又

は紹介状割引

の適用を受け

る場合にあつ

ては、８７，８００

円）

２日間（通院） １回

１２４，０００円

（団体割引、

家族割引、リ

ピート割引又

は紹介状割引

の適用を受け

る場合にあつ

ては、１１１，５８０

円）

２日間（通院） １回

１３０，２００円

（団体割引、

家族割引、リ

ピート割引又

は紹介状割引

の適用を受け

る場合にあつ

ては、１１７，１００

円）

脳ドッ

ク
１回

３３，６５０円

（人間ドック

と併せて受け

る場合にあつ

ては、２４，０８０

円）

脳ドッ

ク
１回

３５，３３０円

（人間ドック

と併せて受け

る場合にあつ

ては、２５，２８０

円）

骨塩量

検査料
１回

８，６００円

（人間ドック

と併せて受け

る場合にあつ

て は、３，６００

円）

骨塩量

検査料
１回

９，０３０円

（人間ドック

と併せて受け

る場合にあつ

て は、３，７８０

円）

乳がん

検診料
１回

１１，１８０円

（人間ドック

と併せて受け

る場合にあつ

て は、６，１８０

円）

乳がん

検診料
１回

１１，７３０円

（人間ドック

と併せて受け

る場合にあつ

て は、６，４８０

円）

けい

頚動脈

超音波

検査料

人間ドックと併せて受

ける場合
１回 ５，５００円

けい

頚動脈

超音波

検査料

人間ドックと併せて受

ける場合
１回 ５，７７０円

Ｂ型肝

炎検査

料

ＨＢＶ分子系統解析検

査
１回 ２２，５００円 Ｂ型肝

炎検査

料

ＨＢＶ分子系統解析検

査
１回 ２３，６２０円

ＨＢＶサブジェノタイ

プ判定検査
１回 １２，０００円

ＨＢＶサブジェノタイ

プ判定検査
１回 １２，６００円

省略 省略

妊娠満１２週未満 １件 ６２，０００円 妊娠満１２週未満 １件 ６５，１００円

人工妊

娠中絶

料

妊娠満１２週以上満１６週

未満
１件 １０４，０００円

省略

人工妊

娠中絶

料

妊娠満１２週以上満１６週

未満
１件 １０９，２００円

省略

妊娠満１６週以上満２２週

未満
１件 １０８，０００円

妊娠満１６週以上満２２週

未満
１件 １１３，４００円
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避妊器

具挿入

料

１件 ４１，０００円 省略

避妊器
そう

具挿入

料

１件 ４３，０５０円 省略

避妊器

具除去

料

１件 ９，４００円 省略

避妊器

具除去

料

１件 ９，８７０円 省略

妊産婦

定期診

察料

１回 ４，９００円

妊産婦

定期診

察料

消費税法（昭和６３年法

律第１０８号）別表第１第

８号に規定する助産に

係る資産の譲渡等に該

当するものに係るもの

１回 ４，９００円

上記以外のもの １回 ５，１４０円

乳児定

期診察

料

１回 ５，２００円

乳児定

期診察

料

消費税法別表第１第８

号に規定する助産に係

る資産の譲渡等に該当

するものに係るもの

１回 ５，２００円

上記以外のもの １回 ５，４６０円

省略 省略

新生児

介補料
１日 ７，６６０円

新生児

介補料

消費税法別表第１第８

号に規定する助産に係

る資産の譲渡等に該当

するものに係るもの

１日 ７，６６０円

上記以外のもの １日 ８，０４０円

おむつ等 １日 ２８０円 消費税法別表

第１第８号に

規定する助産

に係る資産の

譲渡等に該当

するものに係

るもの

おむつ等 １日 ２８０円

衣服等

貸与料

肌着 １日 １１０円

衣服等

貸与料

肌着 １日 １１０円

上記以外のも

の

おむつ等 １日 ２９０円

肌着 １日 １１０円

予防接

種料
１回

薬剤料、注射

料及び初診料

又は再診料の

合計金額に相

当する額に

、特別

初診料に相当

する額を加算

した額

予防接

種料
１回

薬剤料、注射

料及び初診料

又は再診料の

合計金額に相

当する額に１００

分の１０５を乗じ

て得た額（１０

円 未 満 切 捨

て）に、特別

初診料に相当

する額を加算

した額

乳房マ

ッサー

ジ料

１回 ２，３００円

乳房マ

ッサー

ジ料

１回 ２，４１０円

初検料 １回 ２，５８０円 初検料 １回 ２，７００円
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施術料

１術（はり又はきゆう

を施術した場合）
１回 ３，５００円

施術料

１術（はり又はきゆう

を施術した場合）
１回 ３，６７０円

２術（はり及びきゆう

を施術した場合）
１回 ４，０００円

２術（はり及びきゆう

を施術した場合）
１回 ４，２００円

施きゆ

う指導

料

１回 １，１００円

施きゆ

う指導

料

１回 １，１５０円

人工授

精料
１回 ６，０１０円

人工授

精料
１回 ６，３１０円

死後処

置料
１回 ３，９９０円

死後処

置料
１回 ４，２００円

半切 １枚 ６５０円 半切 １枚 ６８０円

エック

ス線フ

イルム

複製料

大角 １枚 ５２０円 エック

ス線フ

イルム

複製料

大角 １枚 ５４０円

大四ツ切 １枚 ４３０円 大四ツ切 １枚 ４５０円

四ツ切 １枚 ２９０円 四ツ切 １枚 ３００円

六ツ切 １枚 ２５０円 六ツ切 １枚 ２６０円

光ディスク １枚 １，０００円 光ディスク １枚 １，０５０円

省略 省略

愛媛県立中央病院 １回 ３，０００円
消 費 税 法 別

表 第 １ 第 ８

号 に 規 定 す

る 助 産 に 係

る 資 産 の 譲

渡 等 に 該 当

す る も の に

係 る も の

愛媛県立

中央病院
１回 ３，０００円

特別初

診料

愛媛県立今治病院 １回 １，５００円
特別初

診料

愛媛県立

今治病院
１回 １，５００円

愛媛県立新居浜病院 １回 ７５０円

愛媛県立

新居浜病

院
１回 ７５０円

愛媛県立

中央病院
１回 ３，１５０円

上記以外のも

の

愛媛県立

今治病院
１回 １，５７０円

愛媛県立

新居浜病

院

１回 ７８０円

セカン

ドオピ

ニオン

外来料

１回 ５，１９０円

セカン

ドオピ

ニオン

外来料

１回 ５，５００円

面談料 １回 ５，０００円 面談料 １回 ５，２５０円

長期入

院料

保険外併用療養費に係

る厚生労働大臣が定め

る医薬品等（平成１８年

９月厚生労働省告示第

４９８号。以 下「告 示 第

４９８号」という。）第９

号に規定する者以外の

者が入院した場合

１日

告示第４９８号第

１０号に規定す

る点数に１００分

の１５を乗じ、

１点の単価を

１０円として計

算した額

長期入

院料

保険外併用療養費に係

る厚生労働大臣が定め

る医薬品等（平成１８年

９月厚生労働省告示第

４９８号。以 下「告 示 第

４９８号」という。）第９

号に規定する者以外の

者が入院した場合

１日

告示第４９８号第

１０号に規定す

る点数に１００分

の１５を乗じ、

１点の単価を

１０円として計

算した額に１００

分の１０５を乗じ

て得た額（１０

円 未 満 切 捨

て）
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省略 省略

病衣提

供料
１回 １，６００円

病衣提

供料
１回 １，６８０円

省略 省略

食事提

供料

入院中の患者以外の患

者及び入院中の患者の

付添人に対して、人工

透析実施時間中等に食

事を提供した場合

１食 ６００円
食事提

供料

入院中の患者以外の患

者及び入院中の患者の

付添人に対して、人工

透析実施時間中等に食

事を提供した場合

１食 ６３０円

省略 省略

注１ 消費税及び地方消費税が課税される場合にあつては、こ

の表金額の欄の規定にかかわらず、同欄に規定する額に

１００分の１０８を乗じて得た額（１０円未満切捨て）を同欄に規

定する額とする。

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

別表第２（第２条関係）

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

別表第２（第２条関係）

名 称 区 分 単位 金 額 名 称 区 分 単位 金 額

歯科

保存

に係

る料

金

鋳造歯

冠修復

料

白金

加金

大臼歯 １個 ３１，８９０円 歯科

保存

に係

る料

金

鋳造歯

冠修復

料

白金

加金

きゅう

大臼 歯 １個 ３３，４８０円

前歯及び小臼歯 １個 ３０，８３０円
きゅう

前歯及び小臼 歯 １個 ３２，３７０円

金合

金

大臼歯 １個 ３１，３１０円 金合

金

きゅう

大臼 歯 １個 ３２，８７０円

前歯及び小臼歯 １個 ３０，４４０円
きゅう

前歯及び小臼 歯 １個 ３１，９６０円

チタ

ン

前歯、小臼歯及び

大臼歯

１個 ２９，３３０円 チタ

ン

きゅう

前 歯、小 臼 歯 及 び
きゅう

大臼 歯

１個 ３０，７９０円

ポーセレンインレー １個 ２９，３１０円 ポーセレンインレー １個 ３０，７７０円

隣接面加算料 １面 ９，８００円 隣接面加算料 １面 １０，２９０円

こう

咬頭被覆料 １歯 １１，４５０円
こう

咬頭被覆料 １歯 １２，０２０円

歯科
てつ

補綴

に係

る料

金

支台築

造料

白金加金 １歯 １５，８３０円 歯科
てつ

補綴

に係

る料

金

支台築

造料

白金加金 １歯 １６，６２０円

金合金 １歯 １５，４３０円 金合金 １歯 １６，２００円

金パラ銀合金 １歯 １４，２５０円 金パラ銀合金 １歯 １４，９６０円

チタン １歯 １３，７８０円 チタン １歯 １４，４６０円

仮義歯

料

全部床 １床 １０２，７５０円 仮義歯

料

全部床 １床 １０７，８８０円

９歯～１４歯欠損床 １床 ８８，２８０円 ９歯～１４歯欠損床 １床 ９２，６９０円

１歯～８歯欠損床 １床 ７４，０６０円 １歯～８歯欠損床 １床 ７７，７６０円

アタッ

チメン

ト・テ

レスコ

ープ設

計料

１装置 ５３，９５０円 アタッ

チメン

ト・テ

レスコ

ープ設

計料

１装置 ５６，６４０円
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金属ア

レルギ

ー検査

料

１試料 ３，０９０円 金属ア

レルギ

ー検査

料

１試料 ３，２４０円

ろう着

料

白金加金 １箇所 ７，２４０円 ろう着

料

白金加金 １箇所 ７，６００円

金合金 １箇所 ７，１６０円 金合金 １箇所 ７，５１０円

陶材焼付け用合金 １箇所 ８，８１０円 陶材焼付け用合金 １箇所 ９，２５０円

アタッチメント １箇所 １０，２００円 アタッチメント １箇所 １０，７１０円

根面キ 白金加金 １歯 １７，１１０円 根面キ 白金加金 １歯 １７，９６０円

ャップ 金合金 １歯 １６，３２０円 ャップ 金合金 １歯 １７，１３０円

料 チタン １歯 １３，５２０円 料 チタン １歯 １４，１９０円

隙料 白金加金 １個 １４，７１０円
でき

隙料 白金加金 １個 １５，４４０円

金合金 １個 １４，５１０円 金合金 １個 １５，２３０円

チタン １個 １４，１５０円 チタン １個 １４，８５０円

全部鋳

造冠料

白金加金 １歯 ５９，７４０円 全部鋳

造冠料

白金加金 １歯 ６２，７２０円

金合金 １歯 ５９，８１０円 金合金 １歯 ６２，８００円

チタン １歯 ５５，４９０円 チタン １歯 ５８，２６０円

前装冠

料

レジン前

装冠

白金加金 １歯 ６６，２２０円 前装冠

料

レジン前

装冠

白金加金 １歯 ６９，５３０円

金合金 １歯 ６５，４３０円 金合金 １歯 ６８，７００円

チタン １歯 ６２，１４０円 チタン １歯 ６５，２４０円

陶歯前装

冠

白金加金 １歯 ７１，８６０円 陶歯前装

冠

白金加金 １歯 ７５，４５０円

金合金 １歯 ７１，０８０円 金合金 １歯 ７４，６３０円

陶材焼付け冠 １歯 ７４，２９０円 陶材焼付け冠 １歯 ７８，０００円

チタン １歯 ６７，５４０円 チタン １歯 ７０，９１０円

陶材焼付け用チ

タン

１歯 ６８，１５０円 陶材焼付け用チ

タン

１歯 ７１，５５０円

歯冠継

続歯料

レジン前

装金属裏

装

白金加金 １歯 ６９，３９０円 歯冠継

続歯料

レジン前

装金属裏

装

白金加金 １歯 ７２，８５０円

金合金 １歯 ６８，６００円 金合金 １歯 ７２，０３０円

チタン １歯 ６５，５６０円 チタン １歯 ６８，８３０円

陶歯前装

金属裏装

白金加金 １歯 ７２，０１０円 陶歯前装

金属裏装

白金加金 １歯 ７５，６１０円

金合金 １歯 ７１，２３０円 金合金 １歯 ７４，７９０円

チタン １歯 ６７，９５０円 チタン １歯 ７１，３４０円

全部レジ

ン冠

白金加金 １歯 ６９，７００円 全部レジ

ン冠

白金加金 １歯 ７３，１８０円

金合金 １歯 ６８，９２０円 金合金 １歯 ７２，３６０円

チタン １歯 ６５，６８０円 チタン １歯 ６８，９６０円

全部陶歯 白金加金 １歯 ７１，８００円 全部陶歯 白金加金 １歯 ７５，３８０円

冠 金合金 １歯 ７１，０１０円 冠 金合金 １歯 ７４，５６０円

チタン １歯 ６７，４３０円 チタン １歯 ７０，８００円

全部被覆

冠

ジャケ

ット冠

陶材 １歯 ７６，０６０円 全部被覆

冠

ジャケ

ット冠

陶材 １歯 ７９，８６０円

橋体料 前歯部 レジン

前装金

属裏装

白金加

金

１歯 ６３，０５０円 橋体料 前歯部 レジン

前装金

属裏装

白金加

金

１歯 ６６，２００円

金合金 １歯 ６２，２７０円 金合金 １歯 ６５，３８０円

チタン １歯 ５８，８５０円 チタン １歯 ６１，７９０円
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陶歯前

装金属

裏装

白金加

金

１歯 ７１，８００円 陶歯前

装金属

裏装

白金加

金

１歯 ７５，３８０円

金合金 １歯 ７１，０１０円 金合金 １歯 ７４，５６０円

陶材焼

付け用

合金

１歯 ７２，８５０円 陶材焼

付け用

合金

１歯 ７６，４９０円

チタン １歯 ６７，７４０円 チタン １歯 ７１，１２０円

陶材焼

付け用

チタン

１歯 ６７，８６０円 陶材焼

付け用

チタン

１歯 ７１，２５０円

臼歯部 金属 白金加

金

１歯 ５８，４８０円
きゅう

臼 歯部 金属 白金加

金

１歯 ６１，４００円

金合金 １歯 ５７，６９０円 金合金 １歯 ６０，５７０円

チタン １歯 ５４，１８０円 チタン １歯 ５６，８８０円

陶歯・

陶材

白金加

金

１歯 ７１，６５０円 陶歯・

陶材

白金加

金

１歯 ７５，２３０円

金合金 １歯 ７０，８７０円 金合金 １歯 ７４，４１０円

陶材焼

付け用

合金

１歯 ７５，９９０円 陶材焼

付け用

合金

１歯 ７９，７８０円

チタン １歯 ６７，２６０円 チタン １歯 ７０，６２０円

陶材焼

付け用

チタン

１歯 ７０，３２０円 陶材焼

付け用

チタン

１歯 ７３，８３０円

有床義

歯料

金属床義

歯（バー

及び維持

装置を含

む。）

１２歯～

１４歯欠

損床

白金加

金

１床 ３０６，３４０円 有床義

歯料

金属床義

歯（バー

及び維持

装置を含

む。）

１２歯～

１４歯欠

損床

白金加

金

１床 ３２１，６５０円

金合金 １床 ２９３，０９０円 金合金 １床 ３０７，７４０円

特殊合

金

１床 １９０，５４０円 特殊合

金

１床 ２００，０６０円

チタン

合金

１床 ２７３，７６０円 チタン

合金

１床 ２８７，４４０円

９歯～

１１歯欠

損床

白金加

金

１床 ２６１，２８０円 ９歯～

１１歯欠

損床

白金加

金

１床 ２７４，３４０円

金合金 １床 ２４７，４４０円 金合金 １床 ２５９，８１０円

特殊合

金

１床 １８０，２００円 特殊合

金

１床 １８９，２００円

チタン

合金

１床 ２２８，１００円 チタン

合金

１床 ２３９，５００円

５歯～

８歯欠

損床

白金加

金

１床 ２１７，５７０円 ５歯～

８歯欠

損床

白金加

金

１床 ２２８，４４０円

金合金 １床 ２０３，７３０円 金合金 １床 ２１３，９１０円

特殊合

金

１床 １７０，０９０円 特殊合

金

１床 １７８，５９０円

チタン

合金

１床 １９６，４１０円 チタン

合金

１床 ２０６，２３０円

１歯～

４歯欠

損床

白金加

金

１床 １７３，２００円 １歯～

４歯欠

損床

白金加

金

１床 １８１，８５０円

金合金 １床 １５９，６５０円 金合金 １床 １６７，６３０円
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特殊合

金

１床 １５３，５４０円 特殊合

金

１床 １６１，２１０円

チタン

合金

１床 １５１，９００円 チタン

合金

１床 １５９，４９０円

特殊義

歯料（

バー及

び維持

装置を

む。）

全部床 １顎 １７０，７９０円 特殊義

歯料（

バー及

び維持

装置を

む。）

全部床
がく

１顎 １７９，３２０円

９歯～１４歯欠損床 １床 １３７，６６０円 ９歯～１４歯欠損床 １床 １４４，５４０円

１歯～８歯欠損床 １床 １２１，３００円 １歯～８歯欠損床 １床 １２７，３６０円

軟質裏

装材に

よるリ

ベース

料

１床 ３０，６１０円 軟質裏

装材に

よるリ

ベース

料

１床 ３２，１４０円

軟質裏

装材（

レジン

床）料

全部床 １顎 １８２，２２０円 軟質裏

装材（

レジン

床）料

全部床
がく

１顎 １９１，３３０円

９歯～１４歯欠損床 １床 １４６，１９０円 ９歯～１４歯欠損床 １床 １５３，４９０円

１歯～８歯欠損床 １床 １１４，７４０円 １歯～８歯欠損床 １床 １２０，４７０円

鋳造バ

ー料

白金加金 １個 ２８，５４０円 鋳造バ

ー料

白金加金 １個 ２９，９６０円

金合金 １個 ２６，９８０円 金合金 １個 ２８，３２０円
こう

鉤料
こう

鋳造鉤 白金加金 １個 ２３，４２０円
こう

鉤料
こう

鋳造鉤 白金加金 １個 ２４，５９０円

金合金 １個 ２２，９６０円 金合金 １個 ２４，１００円

特殊合金 １個 ２０，９４０円 特殊合金 １個 ２１，９８０円
こう

屈曲鉤 白金加金 １個 １７，７７０円
こう

屈曲鉤 白金加金 １個 １８，６５０円

フック

・スパ

ー、ス

ティー

・レス

ト料

鋳造フック・ス

パ ー 、 ス テ ィ

ー・レスト

白金加金 １個 １５，３８０円 フック

・スパ

ー、ス

ティー

・レス

ト料

鋳造フック・ス

パ ー 、 ス テ ィ

ー・レスト

白金加金 １個 １６，１４０円

金合金 １個 １４，９９０円 金合金 １個 １５，７３０円

特殊合金 １個 １３，２９０円 特殊合金 １個 １３，９５０円

屈曲フック・ス

パ ー 、 ス テ ィ

ー・レスト

白金加金 １個 １０，６６０円 屈曲フック・ス

パ ー 、 ス テ ィ

ー・レスト

白金加金 １個 １１，１９０円

臼歯金

属歯料

白金加金 １歯 １８，９９０円
きゅう

臼歯金

属歯料

白金加金 １歯 １９，９３０円

金合金 １歯 １８，６００円 金合金 １歯 １９，５２０円

金パラ銀合金 １歯 １７，４１０円 金パラ銀合金 １歯 １８，２８０円

テレス

コープ

クラウ

ン料

白金加金 １歯 ８６，６１０円 テレス

コープ

クラウ

ン料

白金加金 １歯 ９０，９４０円

金パラ銀合金 １歯 ８１，３４０円 金パラ銀合金 １歯 ８５，４００円

ミーリ

ング装

置料

支台歯 １歯 ８３，３３０円 ミーリ

ング装

置料

支台歯 １歯 ８７，４９０円

支台歯バー・ダミー １歯 ７９，２７０円 支台歯バー・ダミー １歯 ８３，２３０円

特殊義

歯修理

料

１床 １９，３１０円 特殊義

歯修理

料

１床 ２０，２７０円

マウス

ガード

料

１個 ２０，４５０円 マウス

ガード

料

１個 ２１，４７０円
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注 別表第１注１の規定は、この表の規定を適用する場合につ

いて準用する。

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係）

名称 病 院 名 区 分 １日１病床の金額 名称 病 院 名 区 分

１日１病床の金額

消費税法別

表第１第８

号に規定す

る助産に係

る資産の譲

渡等に該当

するものに

係るもの

左記以外の

もの

愛媛県立

中央病院

特 別 室 ２３，１５０円 愛媛県立

中央病院

特 別 室 ２２，８５０円 ２４，０００円

個 室 ９，２６０円 個 室 ９，５２０円 １０，０００円

特 別 室 � １２，２８０円 特 別 室 � １２，２８０円 １２，９００円

特 別 室 � ８，２８０円 特 別 室 � ８，２８０円 ８，７００円

個 室 � ７，２８０円 個 室 � ７，２８０円 ７，６５０円
愛媛県立

今治病院
個室（Ｂ１） ６，２８０円

愛媛県立

今治病院
個室（Ｂ１） ６，２８０円 ６，６００円

個室（Ｂ２） ３，７８０円 個室（Ｂ２） ３，７８０円 ３，９７０円

２ 人 室 � ２，２８０円 ２ 人 室 � ２，２８０円 ２，４００円

室料

差額

２ 人 室 � １，７８０円 室料

差額

２ 人 室 � １，７８０円 １，８７０円

愛媛県立

南宇和病

院

特 別 室 ７，７８０円

愛媛県立

南宇和病

院

特 別 室 ７，７８０円 ８，１７０円

個 室 � ５，２８０円 個 室 � ５，２８０円 ５，５５０円

個 室 � ３，７８０円 個 室 � ３，７８０円 ３，９７０円

２ 人 室 １，７８０円 ２ 人 室 １，７８０円 １，８７０円

特 別 室 ７，７８０円 特 別 室 ７，７８０円 ８，１７０円

愛媛県立

新居浜病

院

個室（Ａ１） ５，２８０円 愛媛県立

新居浜病

院

個室（Ａ１） ５，２８０円 ５，５５０円

個室（Ａ２） ４，７８０円 個室（Ａ２） ４，７８０円 ５，０２０円

個室（Ｂ１） ３，２８０円 個室（Ｂ１） ３，２８０円 ３，４５０円

個室（Ｂ２） ２，２８０円 個室（Ｂ２） ２，２８０円 ２，４００円

注 別表第１注１の規定は、この表の規定を適用する場合につ

いて準用する。

別表第４（第２条関係） 別表第４（第２条関係）

名称 病院

名

区 分 金 額 備考 名称 病院

名

区 分 金 額 備考

駐車

場使

用料

愛媛

県立

中央

病院

愛媛

県立

今治

病院

外来

患者

駐車時間

が２４時間

以内の場

合

駐車時間３時間を超える

３０分までごとに５０円の割

合で算出した額（この額

が１，０００円を超える場合に

あ つ て は、１，０００円）

省略 駐車

場使

用料

愛媛

県立

中央

病院

愛媛

県立

今治

病院

外来

患者

駐車時間

が２４時間

以内の場

合

駐車時間３時間を超える

３０分までごとに５０円の割

合で算出した額（この額

が１，０００円を超える場合に

あ つ て は、１，０００円）に

１００分の１０５を乗じて得た

額

省略

駐車時間

が２４時間

を超える

場合

駐車時間２４時間までごと

につき、３０分までごとに

５０円の割合で算出した額

（この額が１，０００円を超え

る場合にあつては、１，０００

円）

駐車時間

が２４時間

を超える

場合

駐車時間２４時間までごと

につき、３０分までごとに

５０円の割合で算出した額

（この額が１，０００円を超え

る場合にあつては、１，０００

円）に１００分の１０５を乗じ

て得た額
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（愛媛県県営工業用水道供給規程の一部改正）

第２条 愛媛県県営工業用水道供給規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この管理規程は、平成２６年４月１日から施行する。

（愛媛県立病院料金規程の一部改正に伴う経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の愛媛県立病院料金規程（以下「改正後の病院料金規程」という。）別表第１人間ドックの項及びＰＥＴが

んドックの項の規定は、この管理規程の施行の日（以下「施行日」という。）以後に通院を始めて受ける人間ドック及びＰＥＴがんドッ

クに係る料金について適用し、施行日前に通院を始めて受ける人間ドック及びＰＥＴがんドックに係る料金については、なお従前の例に

よる。

３ 改正後の病院料金規程別表第３の規定は、施行日以後の病床の使用に係る室料差額について適用し、施行日前の病床の使用に係る室料

差額については、なお従前の例による。

４ 改正後の病院料金規程別表第４の規定は、施行日以後に徴収する駐車場使用料について適用する。

（愛媛県県営工業用水道供給規程の一部改正に伴う経過措置）

５ 施行日前から継続して供給している工業用水の供給で、施行日から平成２６年４月３０日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するも

のに係る料金については、なお従前の例による。

省略 省略

見舞

人

駐車時間

が１時間

を超え２４

時間以内

の場合

駐車時間１時間を超える

３０分までごとに５０円の割

合で算出した額を１５０円に

加えた額（この額が１，０００

円を超える場合にあつて

は、１，０００円） 見舞

人

駐車時間

が１時間

を超え２４

時間以内

の場合

駐車時間１時間を超える

３０分までごとに５０円の割

合で算出した額を１５０円に

加えた額（この額が１，０００

円を超える場合にあつて

は、１，０００円）に１００分の

１０５を乗じて得た額

駐車時間

が２４時間

を超える

場合

駐車時間２４時間までごと

につき、３０分までごとに

５０円の割合で算出した額

（この額が１，０００円を超え

る場合にあつては、１，０００

円）

駐車時間

が２４時間

を超える

場合

駐車時間２４時間までごと

につき、３０分までごとに

５０円の割合で算出した額

（この額が１，０００円を超え

る場合にあつては、１，０００

円）に１００分の１０５を乗じ

て得た額

その他病院来

訪者

駐車時間３０分までごとに

１５０円の割合で算出した額

省略

その他病院来

訪者

駐車時間３０分までごとに

１５０円の割合で算出した額

に１００分の１０５を乗じて得

た額

省略

注 省略 注１ 省略

２ １件の駐車場使用料（駐車時間が２４時間を超える場合に

あつては、２４時間までごとについての額）に１０円未満の端

数を生じた場合は、これを切り捨てる。

改 正 後 改 正 前

（料金）

第２３条 料金は、次の表の規定により計算した基本料金、超過料金

及び特定料金の額の合計額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）に相

当する金額とする。

（料金）

第２３条 料金は、次の表の規定により計算した基本料金、超過料金

及び特定料金の額の合計額に１００分の１０５を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）に相

当する金額とする。

省略 省略

２～４ 省略 ２～４ 省略
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